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小林製薬が販売した紅麹を含む健康食品に係る健康被害事例について 

 

 

このことについては、令和６年３月 22 日付け生衛第 657 号及び薬指第 496 号

富山県厚生部長通知「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止

対応要領について」でお知らせしたとおり、いわゆる「健康食品」等と健康被害

事例の関連が疑われた場合には、最寄りの厚生センター・支所又は富山市保健所

にお知らせいただくほか、調査に対してご協力いただくよう改めて周知をお願

いいたします。 

なお、患者の受診情報等の個人データについては、個人情報保護法第 27 条の

規定により、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないと

されており、その取扱いについては十分に留意してください。 

（患者情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」を参照してください） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 
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